
地区防災計画　審議参考資料 【資料７－２】

１．法的計画要件 内記区防災計画 浜詰区防災計画

京丹後市地域防災計画に抵触していないこと

※必須要件

（災害対策基本法第42条の2第2項）

○ ○

２．計画の内容 内記区防災計画 浜詰区防災計画

（１）法律上、例示されている内容

ア　防災訓練 ○ ○

イ　物資及び資材の備蓄 ○ ○

ウ　地区居住者等の相互の支援 ○ ○

（２）定めておくと有用な内容

ア　計画の名称 ○ ○

イ　計画の対象範囲（位置・区域） ○ ○

ウ　基本方針（目的） ○ ○

エ　長期的な活動予定 ○ ○

（３）災害想定 △ ○

（４）防災活動の例 △ △

【凡例】

○ ：記述あり

△ ：関連記述あり

✕ ：記述なし


